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＜仮訳ですので、使用にあたっては原文をご確認ください。＞ 

https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_e623090907fc4e1092f0a4db72f57b95.html 

 

商务部 税関总署公告 2025 年第 10 号公布：タングステン、テルル、ビスマス、

モリブデン、インジウム関連品目の輸出規制実施の決定に関する公告 

 

【发布单位】安全与管制局 

【发布文号】商务部公告 2025 年第 10 号 

【发文日期】2025 年 02 月 04 日 

 

《中华人民共和国出口管制法》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人

民共和国两用物项出口管制条例》に基づき、国家の安全と利益を守り、核拡散防止等の国際義務を履行

する為に、国務院の承認を経て、以下の品目に対して輸出管理を実施することを決定した： 

 

【１】タングステン（W）関連品目 

（１）1C117.d．タングステン関連材料： 

1．パラタングステン酸アンモニウム（参考税関商品番号：2841801000) 

2．酸化タングステン(参考税関商品番号：2825901200、2825901910、2825901920)； 

3．1C226 で規制されていない炭化タングステン(参考税関商品番号：2849902000)。 

（２）1C117.c．以下の特性をすべて備えた固体タングステン： 

1．下記の何れかの特性を有する固体タングステン（颗粒、粉末状は含まない）： 

a．1C226 及び 1C241 項で規制されていない、タングステン及びタングステン含有量 97％

（重量）以上のタングステン合金 

   (参考税関商品番号：8101940001、8101991001、8101999001)； 

b．タングステン含有量が 80%以上（重量比）のタングステン添加銅钨 

(参考税関商品番号：8101940001、8101991001、8101999001)； 

c．タングステン含有量が 80%以上（重量比）の銀添加タングステン（銀含有量 2%以上） 

 (参考税関商品番号：7106919001、7106929001)； 

2．機械により下記製品への加工が可能なもの： 

a．直径 120 mm 以上、長さ 50 mm 以上のシリンダー； 

b．内径 65 mm 以上、壁厚 25 mm 以上、且つ長さ 50 mm 以上のパイプ； 

c．サイズが 120 mm×120 mm×50 mm 以上のブロック。 

（３）1C004 以下の何れかの特性を有するタングステン・ニッケル・鉄合金(参考税関商品番号：

8101940001、8101991001、8101999001)又はタングステン・ニッケル・銅合金(参考税関

商品番号：8101940001、8101991001、8101999001)： 

a．密度 17.5 g/cm3以上； 

b．弹性限界 800 MPa 以上； 

c．最大引張り強度 1270 MPa 以上； 

d．伸び率 8%以上。 

（４）1E004、1E101.b．生产 1C004、1C117.c、1C117.d 項目の技術及び資料（プロセス仕様、
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プロセスパラメータ、加工手順等を含む）。 

【２】テルル(Te)関連品目 

（１）6C002.a．金属テルル(参考税関商品番号：2804500001)。 

（２）6C002.b．下記の何れかのテルル化合物単結晶又は多結晶製品（基板又はエピタキシャルウ

ェーハを含む）： 

1．テルル化カドミウム(参考税関商品番号：2842902000、3818009021)； 

2．テルル化カドミウム亜鉛(参考税関商品番号：2842909025、3818009021)； 

3．テルル化カドミウム水銀(参考税関商品番号：2852100010、3818009021)。 

（３）6E002 生产 6C002 項目の技術及び資料（プロセス仕様、プロセスパラメータ、加工手順等

を含む）。 

【３】ビスマス(Bi)関連品目 

（１）6C001.a. 1C229項で規制されていない金属ビスマス及び製品（インゴット、ブロック、ビ

ーズ、顆粒、粉末等の形状を含むがこれらに限定されない）(参考税関商品番号：

8106101091、8106101092、8106101099、8106109090、8106901019、8106901029、

8106901099、8106909090)。 

（２）6C001.b．ゲルマニウム酸ビスマス(参考税関商品番号：2841900041)。 

（３）6C001.c．トリフェニルビスマス(参考税関商品番号：2931900032)。 

（４）6C001.d．トリス(p-エトキシフェニル)ビスマス(参考税関商品番号：2931900032)。 

（５）6E001 生产 6C001 項目の技術及び資料（プロセス仕様、プロセスパラメータ、加工手順等

を含む）。 

【４】モリブデン(Mo)関連品目 

（１）1C117.b．モリブデン粉末：ミサイルの部品製造に用いられるモリブデン含有量（重量）

97％以上、粒子径 50×10-6m（50μm）以下のモリブデン及び合金顆粒(参考税関商品番

号：8102100001)。 

（２）1E101.b．1C117.b 項目の生産に関する技術及び資料（プロセス仕様、プロセスパラメー

タ、加工手順等を含む）。 

【５】インジウム(In)関連品目 

（１）3C004.a．リン化インジウム(参考税関商品番号：2853904051)。 

（２）3C004.b．トリメチルインジウム(参考税関商品番号：2931900032)。 

（３）3C004.c．トリエチルインジウム(参考税関商品番号：2931900032)。 

（４）3E004  3C004 項目の生産の関する技術及び資料（プロセス仕様、プロセスパラメータ、

加工手順等を含む）。 

 

上記の品目を輸出する輸出事業者は、《中华人民共和国出口管制法》、《中华人民共和国两用物项出

口管制条例》の関連規定に従って国務院商務主管部門に許可申請しなければならない。本公告は公布

日から正式に実施される。《中华人民共和国两用物项出口管制清单》も同時に更新される。 

 

商务部 海关总署 

2025 年 2 月 4 日  


